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1　
弥
富
市
公
共
用
物
管
理
条
例 （ 

抜 

粋 

）

( 

趣 

旨 )

第
１
条　
こ
の
条
例
は
、別
に
定
め
が
あ
る
も
の
の
ほ
か
、本
市
に
お
い
て
管
理

す
べ
き
公
共
用
物
の
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

( 

過 

料 )

第
19
条　
詐
欺
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
り
使
用
料
の
徴
収
を
免
れ
た
者
は
、

そ
の
徴
収
を
免
れ
た
金
額
の
５
倍
に
相
当
す
る
金
額(

当
該
５
倍
に
相
当
す
る

金
額
が
５
万
円
を
超
え
な
い
と
き
は
、５
万
円
と
す
る
。)

以
下
の
過
料
に
処
す

る
。

　
　
今
後
の
下
水
道
財
政
の
見

通
し
は
。

　
　
公
共
下
水
道
事
業
分
、
農

業
集
落
排
水
分
を
合
わ
せ
て
毎

年
５
億
円
程
度
必
要
に
な
る
。

　
　
今
年
度
６
億
円
を
一
般
財

源
か
ら
補
填
だ
が
。

 

　
今
年
度
約
６
億
３
千
万
円

と
な
っ
て
お
り
、
今
後
10
年
間

の
投
資
・
財
政
計
画
を
策
定

し
、
30
年
間
の
計
画
も
検
討
。

　
　

公
共
下
水
道
の
接
続
率

は
。

　
　

建
設
部
長 　
約
46
％
。

　
　
下
水
道
未
接
続
者
に
対
す

る
対
応
は
。

　
　
「
下
水
道
接
続
促
進
」
の

案
内
を
各
戸
配
布
。

 

今
年
度
か
ら
は
、
未
接
続
世

帯
を
対
象
に
下
水
道
事
業
の
健

全
な
普
及
の
た
め
、
下
水
道
接

続
を
目
的
に
戸
別
訪
問
を
行

う
。

　
　
未
接
続
者
に
対
し
て
一
定

の
費
用
負
担
を
求
め
て
は
。

　
　
下
水
道
法
に
よ
り
未
使
用

者
か
ら
使
用
料
は
求
め
ら
れ
な

い
。

 

　
不
当
利
得
返
還
請
求
金
額

の
根
拠
は
。

　
　
不
当
利
得
の
返
還
を
求
め

る
も
の
だ
が
、
訴
訟
に
関
係
す

る
の
で
答
弁
不
可
。

　
　
市
条
例
（
公
共
用
物
管
理

条
例
）
等
と
今
回
の
請
求
額
と

の
整
合
性
は
。

　
　
請
求
は
、
民
法
を
根
拠
と

し
て
い
る
。
公
有
財
産
等
の
使

用
に
伴
い
、
過
料
を
適
用
し
た

前
例
が
な
い
。

 

今
後
、
条
例
の
過
料
の
条
項

に
該
当
す
る
場
合
は
適
用
。 

　
　
水
路
敷
地
侵
奪
裁
判
の
訴

え
の
議
決
か
ら
２
か
月
以
上
経

過
し
た
が
、
そ
の
後
の
経
過

は
。

　
　

市
長　
第
１
回
口
頭
弁

論
期
日
が
７
月
７
日
に
決
ま
っ

た
の
で
、
そ
れ
ま
で
に
反
訴
状

を
提
出
。

　
　
監
査
結
果
前
に
出
し
た
コ

ン
ク
リ
ー
ト
擁
壁
撤
去
に
係
る

誓
約
書
に
つ
い
て
、
真
意
を
尋

ね
る
。

　
　
住
民
監
査
請
求
の
前
か
ら

指
導
準
備
を
行
い
、
監
査
結
果

を
待
た
ず
に
通
知
し
た
。

問
答

下水道未接続者に
対する対応は

公共下水への
接続を依頼する

無会派
加藤 明由 議員

問
答 裁
判
の
訴
え
の
経
過
は

７
月
７
日
に
初
公
判

問問

問問問

問問

答答 答

問問 答答

答答

答答

※

1

議
案
等
の
賛
否
状
況一覧

５
月
臨
時
会・６
月
定
例
会
の
あ
ら
ま
し

委
員
会
レ
ポ
ー
ト

一般
質
問

お
し
ら
せ
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